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次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
グ
リ
ー
ン
購
入
促
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
資
源
循
環
推
進
課
） 

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
促
進
室
） 

一

 
告

示

〇
平
成
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号
（
衛
生
試
験
手
数
料
条
例
第
二
条

　

の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
額
）
の
一
部
改
正 

（
環
境
生
活
総
務
課
） 

二

〇
昭
和
三
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号
（
県
立
自
然
公
園
の
指
定
）
の
一
部

　

改
正 

（
自
然
保
護
課
） 

二

〇
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
二
十
四
号
（
県
自
然
環
境
保
全
地
域
及
び
緑
地

　

環
境
保
全
地
域
の
指
定
）
の
一
部
改
正 

（　
　

同　
　

） 

二

〇
昭
和
五
十
四
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
四
十
号
（
県
立
自
然
公
園
の
指
定
）
の
一
部
改

　

正 

（　
　

同　
　

） 

二

〇
昭
和
五
十
四
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
四
十
一
号
（
県
立
自
然
公
園
の
公
園
計
画
）
の

　

一
部
改
正 

（　
　

同　
　

） 

二

〇
昭
和
五
十
四
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
四
十
三
号
（
県
立
自
然
公
園
の
特
別
地
域
の
指

　

定
）
の
一
部
改
正 

（　
　

同　
　

） 

二

〇
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
号
（
県
立
自
然
公
園
の
公
園
計
画
）
の
一
部

　

改
正 

（　
　

同　
　

） 

二

〇
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
号
（
県
立
自
然
公
園
の
特
別
地
域
の
指
定
）

　

の
一
部
改
正 

（　
　

同　
　

） 

三

〇
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号
（
緑
地
環
境
保
全
地
域
の
指
定
）
の

　

一
部
改
正 

（　
　

同　
　

） 

三

〇
平
成
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
千
二
百
九
十
七
号
（
南
三
陸
金
華
山
国
定
公
園
の
特
別

　

地
域
内
の
行
為
の
許
可
基
準
の
特
例
を
適
用
す
る
地
域
及
び
基
準
の
特
例
）
の
一
部

　

改
正 

（　
　

同　
　

） 

三

〇
平
成
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号
（
県
立
公
園
設
置
）
の
一
部
改
正 

（　
　

同　
　

） 

三

 
規

則

　

グ
リ
ー
ン
購
入
促
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
六
号

　
　
　

グ
リ
ー
ン
購
入
促
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

グ
リ
ー
ン
購
入
促
進
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
中
第
十
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
六　

産
業
廃
棄
物
の
処
理
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
百
五
十
一
号
）

　

別
表
中
第
八
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
七
号
を
第
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

十
一　

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
号
）

　

十
二　

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
六
号
）

　

十
三　

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）

　

別
表
第
六
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

七　

資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）

　

八　

容
器
包
装
に
係
る
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）

　

九　

特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
後
の
グ
リ
ー
ン
購
入
促
進
条
例
施
行
規
則
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
さ
れ
た
申
請
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
さ
れ
た
申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
十
七
号

　
　
　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
（
平
成
十
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
二
項
中
「
及
び
」
を
「
及
び
そ
の
支
所
（
宮
城
県
気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所
南
三
陸
支
所
を
除
く
。
以
下

同
じ
。）
並
び
に
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
二
項
中
「
及
び
」
の
下
に
「
そ
の
支
所
並
び
に
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

　

平
成
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号
（
衛
生
試
験
手
数
料
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
手
数
料
の
額
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

「
）
第
二
条
」
の
下
に
「
及
び
第
三
条
」
を
加
え
、
表
一
の
項
中
「
一
、
五
〇
〇
」
を
「
一
、
六
〇
〇
」
に
、「
一
、

七
〇
〇
」
を
「
一
、
九
〇
〇
」
に
、「
九
〇
〇
」
を
「
一
、
〇
〇
〇
」
に
、「
一
、
二
〇
〇
」
を
「
一
、
四
〇
〇
円
」
に
、

「
一
、
六
〇
〇
」
を
「
一
、
八
〇
〇
」
に
、「
一
〇
〇
」
を
「
二
〇
〇
」
に
、 

を

 

に
改
め
、
同
表
二
の
項
中
「
一
、
八
〇
〇
」
を
「
一
、
七
〇
〇
」
に
、「
四
、
二
〇

〇
」
を
「
四
、
三
〇
〇
」
に
、「
二
、
一
〇
〇
」
を
「
一
、
八
〇
〇
」
に
改
め
、
同
表
三
の
項
中

 

を 

に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

　

昭
和
三
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号
（
県
立
自
然
公
園
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成

二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

「
宮
城
県
大
崎
地
方
振
興
事
務
所
」
を
「
宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所
」
に
改
め
る
。

「

二
〇
〇

」

「

二
五
〇

」

「

一
五
〇

」

「

二
〇
〇

」

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

　

昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
二
十
四
号
（
県
自
然
環
境
保
全
地
域
及
び
緑
地
環
境
保
全
地
域
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

箟
岳
山
県
自
然
環
境
保
全
地
域
の
項
中
「
宮
城
県
大
崎
地
方
振
興
事
務
所
」
を
「
宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所
」

に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
号

　

昭
和
五
十
四
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
四
十
号
（
県
立
自
然
公
園
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二

十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

「
宮
城
県
石
巻
地
方
振
興
事
務
所
」
を
「
宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

　

昭
和
五
十
四
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
四
十
一
号
（
県
立
自
然
公
園
の
公
園
計
画
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

「
宮
城
県
石
巻
地
方
振
興
事
務
所
」
を
「
宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

　

昭
和
五
十
四
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
四
十
三
号
（
県
立
自
然
公
園
の
特
別
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

「
宮
城
県
石
巻
地
方
振
興
事
務
所
」
を
「
宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

　

昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
号
（
県
立
自
然
公
園
の
公
園
計
画
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成

二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

「
宮
城
県
大
崎
地
方
振
興
事
務
所
」
を
「
宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所
」
に
改
め
る
。
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〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

　

昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
六
号
（
県
立
自
然
公
園
の
特
別
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

「
宮
城
県
大
崎
地
方
振
興
事
務
所
」
を
「
宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所
」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

　

昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号
（
緑
地
環
境
保
全
地
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
二
号
中
「
宮
城
県
大
崎
地
方
振
興
事
務
所
」
を
「
宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所
」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

　

平
成
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
千
二
百
九
十
七
号
（
南
三
陸
金
華
山
国
定
公
園
の
特
別
地
域
内
の
行
為
の
許
可
基
準
の

特
例
を
適
用
す
る
地
域
及
び
基
準
の
特
例
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

「
宮
城
県
石
巻
地
方
振
興
事
務
所
」
を
「
宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
」
に
改
め
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

　

平
成
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号
（
県
立
公
園
設
置
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

「
宮
城
県
石
巻
地
方
振
興
事
務
所
」
を
「
宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
」
に
改
め
る
。
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